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(57)【要約】
二重結合を有する物質を含む冷媒を圧縮する圧縮機２１
と、熱交換により冷媒を凝縮させる凝縮器２２と、凝縮
された冷媒を減圧させるための膨張手段２３と、減圧さ
れた冷媒を熱交換により蒸発させる蒸発器２４とを配管
接続して冷媒を循環させる冷媒回路を構成し、この冷媒
回路内の前記冷媒の圧力が、二重結合を有する物質の臨
界圧力未満となるように、前記冷媒回路の動作を制御す
る制御手段５３を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二重結合を有する物質を含む冷媒を圧縮する圧縮機と、
　熱交換により前記冷媒を凝縮させる凝縮器と、
　凝縮された冷媒を減圧させるための膨張手段と、
　減圧された前記冷媒を熱交換により蒸発させる蒸発器と
を配管接続して前記冷媒を循環させる冷媒回路を構成し、
　この冷媒回路内の前記冷媒の圧力が、前記二重結合を有する物質の臨界圧力未満となる
ように、前記冷媒回路の動作を制御する制御手段を備えることを特徴とする冷凍サイクル
装置。
【請求項２】
　二重結合を有する物質を含む冷媒を圧縮する圧縮機と、
　熱交換により前記冷媒を凝縮させる凝縮器と、
　凝縮された冷媒を減圧させるための膨張手段と、
　減圧された前記冷媒を熱交換により蒸発させる蒸発器と
を配管接続して前記冷媒を循環させる冷媒回路を構成し、
　該冷媒回路内の前記冷媒の圧力の値が、前記冷媒を構成する物質において最も低い臨界
圧力に基づいて設定した圧力値以下となるように、前記冷媒回路を構成する手段の動作を
制御する制御手段を備えることを特徴とする冷凍サイクル装置。
【請求項３】
　前記圧縮機の出口側から前記膨張手段の入口に至る流路のいずれかの位置に設けられ、
検出した圧力に基づく信号を送信する高圧側圧力検出手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記高圧側圧力検出手段の信号に基づく圧力値が、第１の圧力値より
大きいと判断すると、前記圧縮機の圧縮機周波数を低下させる又は前記圧縮機を停止させ
ることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の冷凍サイクル装置。
【請求項４】
　一定時間分の前記高圧側圧力検出手段の検出に係る複数の圧力の値を記憶する圧力記憶
手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記複数の圧力の値に基づいて、一定時間後における圧力の値を予測
値として算出し、前記予測値が、第２の圧力値より大きいと判断すると、前記冷媒回路を
構成する手段の動作を制御することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の冷凍サ
イクル装置。
【請求項５】
　前記凝縮器及び／又は前記蒸発器に、前記冷媒と熱交換を行わせる空気を送り込むため
の送風手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記送風手段の動作制御を行うことを特徴とする請求項１～４のいず
れかに記載の冷凍サイクル装置。
【請求項６】
　複数台の前記凝縮器をそれぞれ並列に接続した冷凍サイクル装置において、
　前記制御手段は、少なくとも１台の前記凝縮器への冷媒供給を停止する前又は停止とほ
ぼ同時に、前記冷媒回路における冷媒の圧力を低下させるために、前記冷媒回路を構成す
る手段の動作を制御することを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の冷凍サイクル
装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記圧縮機における圧縮機周波数を低下させて、前記冷媒回路におけ
る冷媒の圧力を低下させることを特徴とする請求項６記載の冷凍サイクル装置。
【請求項８】
　前記冷媒回路において前記冷媒の流量を調整するための、前記膨張手段を含む複数の流
量制御手段を、前記冷媒回路に設けている冷凍サイクル装置において、
　前記制御手段は、少なくとも２つの流量制御手段の間が密閉状態にあるものと判断する
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と、少なくとも１つの流量制御手段を開かせる制御を行うことを特徴とする請求項１～７
のいずれかに記載の冷凍サイクル装置。
【請求項９】
　検出した圧力に基づく信号を送信する圧力検出手段を、前記複数の流量制御手段の間に
設け、
　前記制御手段は、前記流量制御手段間の圧力検出手段からの信号に基づいて、前記配管
の密閉状態を判断することを特徴とする請求項８記載の冷凍サイクル装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記密閉状態にあるものと判断した一定時間後に、少なくとも一方の
前記流量制御手段を開かせる制御を行うことを特徴とする請求項８記載の冷凍サイクル装
置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の冷凍サイクル装置により、対象空間の冷暖房を行う
ことを特徴とする空気調和装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ビル用マルチエアコン、ルームエアコン、パッケージエアコンなどの空調
機、冷凍機などの冷凍サイクルを構成する冷凍サイクル装置等に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、空気調和装置、冷凍装置、給湯装置等の冷凍サイクル（ヒートポンプサイクル
）を利用した冷凍サイクル装置は、基本的に、圧縮機、凝縮器（熱交換器）、膨張弁及び
蒸発器（熱交換器）を配管接続し、冷媒を循環させる冷媒回路を構成している。そして、
冷媒が、蒸発、凝縮時に、熱交換対象に対して加熱（放熱）、冷却（吸熱）することを利
用し、管内の圧力を変化させながら空調動作、冷却動作、加熱動作等を行っている。
【０００３】
　ここで、従来の冷凍サイクル装置において冷媒回路内の冷媒として、化学的に安定な物
質である、ＨＣＦＣ－２２（ＣＨＣｌＦ2 ）やＨＦＣ－１３４ａ（ＣＦ3ＣＨ2Ｆ）などの
単一冷媒、ＨＦＣ－３２（ＣＨ2Ｆ2）とＨＦＣ－１２５（ＣＦ3ＣＨＦ2）の混合物である
Ｒ－４１０ＡやＨＦＣ－３２（ＣＨ2Ｆ2）とＨＦＣ－１２５（ＣＦ3ＣＨＦ2）とＨＦＣ－
１３４ａ（ＣＦ3ＣＨ2Ｆ）の混合物であるＲ－４０７Ｃなどの混合冷媒を用いていた（例
えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１５２８３９号公報（請求項２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、冷媒回路を循環する冷媒として、地球温暖化を防止するという観点から、地球
温暖化係数（ＧＷＰ：温室効果ガスである物質に対して地球の温暖化をもたらす程度を、
二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき
定められた係数）ができる限り小さい冷媒が用いられつつある。このような冷媒として、
例えばＣＦ3ＣＦ＝ＣＨ2、ＣＦ3ＣＨ＝ＣＨ2、ＣＦ3ＣＦ＝ＣＦ2などのように、原子間の
結合において二重結合（多重結合）を有する物質を含む冷媒（以下、二重結合を有する冷
媒という）などがある。
【０００６】
　従来の冷凍サイクル装置では、化学的に安定な物質を冷媒として使用していたため、使
用中に冷媒中の物質が分解（以下、冷媒が分解という）等し、冷媒として機能しなくなる
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ことを気にする必要がなかった。しかし、上述したような二重結合を有する冷媒は、化学
的には不安定な冷媒であるため、通常の使用方法では、冷媒が分解、劣化してしまう可能
性が高い。例えば、混合冷媒の場合でも、他の冷媒に分解、劣化させられる又はさせるな
どして混合冷媒全体として機能しなくなり、その結果、冷凍サイクル装置が正常に使用で
きなくなる可能性がある。
【０００７】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、二重結合を有する冷
媒のように、化学的に不安定な物質を含む冷媒を冷凍回路内を循環させる冷媒として使用
する場合でも、冷媒の分解を防ぎ、正常な運転を長期間維持することができる冷凍サイク
ル装置等を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明に係る冷凍サイクル装置は、二重結合を有する物質を含む冷媒を圧縮する圧縮
機と、熱交換により冷媒を凝縮させる凝縮器と、凝縮された冷媒を減圧させるための膨張
手段と、減圧された冷媒を熱交換により蒸発させる蒸発器とを配管接続して冷媒を循環さ
せる冷媒回路を構成し、冷媒回路内の冷媒の圧力の値が、二重結合を有する物質の臨界圧
力未満となるように、冷媒回路の動作を制御する制御手段を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明の冷凍サイクル装置によれば、二重結合を有する物質を含む冷媒を循環させる
冷媒回路を構成する場合に、制御手段が、冷媒回路内の冷媒の圧力の値が、二重結合を有
する物質の臨界圧力未満となるように、冷媒回路の動作を制御するようにしたので、化学
的に不安定な二重結合を有する物質を含む冷媒において、二重結合を有する物質が臨界圧
力を越えてしまうことで二重結合を有する物質自身が分解したり、また、他の物質が臨界
圧力を越えてしまうことで二重結合を有する物質を攻撃したりすることで冷媒として機能
しなくなるのを効果的に抑制することができる。そのため、冷凍サイクル装置の性能を長
期間維持することができ、さらに信頼性も確保することができる。これにより、例えば地
球温暖化係数が低く、環境に好適な、二重結合を有する物質を含む冷媒を有効に用いるこ
とができる冷凍サイクル装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】この発明の実施の形態１に係る冷凍サイクル装置の構成を示す図。
【図２】この発明の実施の形態１に係る冷凍サイクル装置のＰ－ｈ線図。
【図３】二重結合を有する冷媒の化学変化を示す図。
【図４】実施の形態１の制御に係るシステムを含む構成を表す図。
【図５】実施の形態１に係る冷凍サイクル装置のフローチャートを表す図。
【図６】この発明の実施の形態２に係る空気調和装置の構成を表す図。
【図７】この発明の実施の形態３に係る空気調和装置の構成を表す図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
実施の形態１．
　図１は本発明の実施の形態１に係る冷凍サイクル装置の構成を示す図である。図１にお
いて、冷凍サイクル装置は、圧縮機２１、凝縮器２２、凝縮器用ファン３１、膨張手段２
３、蒸発器２４、蒸発器用ファン３２及び圧力検出手段４１を有している。そして、圧縮
機２１、凝縮器２２、膨張手段２３及び蒸発器２４を配管で接続することにより冷媒回路
を構成している。ここで本実施の形態では、冷媒回路内において熱を搬送する媒体となる
冷媒として、原子間の結合において二重結合を有する物質を含む冷媒を少なくとも１種類
混合した混合冷媒を封入する。冷媒については後述する。
【００１２】
　圧縮機２１は、冷媒回路を循環させるために冷媒を吸入し、圧縮して昇圧する。ここで
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、圧縮機２１には、レシプロ、ロータリー、スクロール、スクリューなどの各種タイプの
いずれを用いてもよい。また、例えば圧縮機周波数が固定の圧縮機であっても、圧縮機周
波数を任意に変化させることにより容量（単位時間あたりの冷媒を送り出す量）を変化さ
せることができるインバータ回路を備えた圧縮機であってもよい。凝縮器２２は、圧縮機
２１が吐出したガス（気体）状の冷媒（以下、ガス冷媒という）と熱交換対象（本実施の
形態では空気とする）との間で熱交換を行わせ、冷媒が有する熱量を放出させて空気を加
熱する。凝縮器用ファン３１は、凝縮器２２に空気を送り込み、冷媒との熱交換を効率よ
く行わせる。膨張手段２３は、例えば電子式膨張弁、温度式膨張弁、キャピラリチューブ
などで構成され、通過する冷媒の流量を調整し、冷媒の圧力を低くする（減圧する）。
【００１３】
　蒸発器２４は、膨張手段２３により圧力が低くなった気液二相冷媒（ガス冷媒と液状の
冷媒（以下、液冷媒という）とが混在した状態の冷媒）と熱交換対象（ここでも空気であ
るものとする）との間で熱交換を行わせ、冷媒に熱量を吸収させて蒸発させてガス化させ
る。空気は冷却される。蒸発器用ファン３２についても、空気と冷媒との熱交換を蒸発器
２４において効率よく行わせるために設けている。ここでは、凝縮器用ファン３１及び蒸
発器用ファン３２を用いて、空気との熱交換を行うようにしているが、凝縮器用ファン２
３の代わりにポンプ及び水を使う水冷機器、蒸発器用ファン２６の代わりにポンプ及び水
又はブラインを用いるチラーなどの機器を用いて水との熱交換を行うこともできる。
【００１４】
　また、圧力センサである圧力検出手段４１は、本実施の形態では、冷媒回路において最
も圧力が高い部分となる、圧縮機２１の冷媒出口（吐出）側に設けられており、検出に係
る圧力に基づく信号を、後述するように制御手段等に送信する。ここで、冷媒回路におけ
る圧力の高低については、基準となる圧力との関係により定まるものではなく、圧縮機２
１の圧縮、膨張手段２３等の冷媒流量制御などによりできる相対的な圧力として表すもの
とする。また、温度の高低についても同様であるものとする。
【００１５】
　図１においては、凝縮器２２が１台、蒸発器２４が１台の場合を例に説明しているが、
冷媒回路における凝縮器２２、蒸発器２４の接続数を１台に限定するものではなく、例え
ば複数台を並列に接続することができる。また、圧縮機２１についても、１台である場合
を例に説明しているが、例えば複数台の圧縮機２１を直列又は並列に接続するようにして
もよい。
【００１６】
　図２は図１の冷凍サイクル装置により構成する冷媒回路に係るＰ－ｈ線図である。図２
に示すａ点、ｂ点、ｃ点、ｄ点における圧力及びエンタルピは、図１の冷凍サイクル装置
において対応する箇所における圧力及びエンタルピを表している。
【００１７】
　次に、本実施の形態に係る冷凍サイクル装置の動作を冷媒の流れに基づいて説明する。
圧縮機２１により圧縮されて出口（吐出）側において圧力Ｐａとなった高温の冷媒は、配
管を通過して凝縮器２２に送り込まれる。凝縮器２２を通過した冷媒は、凝縮器用ファン
３１により送り込まれた空気との間で熱交換することにより、凝縮され、液化される。こ
のとき冷媒は放熱し、これにより熱交換対象を加熱する。この過程で生じる圧力損失によ
り、冷媒の圧力がＰａよりも少し低下してＰｂになる。
【００１８】
　液化された冷媒は膨張手段２３に送り込まれる。液冷媒は膨張手段２３を通過すること
により減圧され、気液二相冷媒となって蒸発器２４に送り込まれる。蒸発器２４を通過し
た気液二相冷媒は、蒸発器用ファン３２により送り込まれた空気との間で熱交換すること
により、蒸発され、ガス化される。ガス化された冷媒は、再び、圧縮機２１に吸入される
。
【００１９】
　この際、冷媒回路において、圧縮機２１から膨張手段２３に至る冷媒の流路は高圧側流
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路となり、冷媒回路中で相対的に圧力が高い流路となる。一般的に、圧縮機２１の出口側
における冷媒の圧力Ｐａが冷媒回路内で最も圧力が高く、膨張手段２３の入口側における
冷媒の圧力Ｐｂは、凝縮器２２及び接続配管での圧力損失により、Ｐａよりも少し低い圧
力となる。本実施の形態を含めた各実施の形態においては、冷凍サイクル装置の構成手段
により、冷媒回路における冷媒の圧力を低く抑えるための制御を行うが、ここでいう冷媒
の圧力は、基本的には圧縮機２１の出口側における冷媒の圧力Ｐａであるものとする。
【００２０】
　図２に示すＰ－ｈ線図において、飽和液線と飽和ガス線とが合わさる点を臨界点と呼び
、臨界点における圧力（以下、臨界圧力という。図２では圧力Ｐｃｒとなる）よりも冷媒
の圧力が高い状態では、冷媒は液でもガスでもない超臨界状態になる。冷媒が超臨界状態
になると、ガス状態又は液状態にある場合とは異なる性質を示す。超臨界状態では、通常
の利用では安定な物質でも、分解する性質、様々な物質をよく溶解させる性質などを有す
るようになる。この高い溶解性や反応性のため、圧縮機２１等における容器やシールの材
質にも配慮が必要となる。
【００２１】
　ここで、複数の冷媒の混合物として構成されている混合冷媒について考える。通常、よ
く使用される混合冷媒としては、ＨＦＣ－３２とＨＦＣ－１２５の混合物であるＲ－４１
０Ａ、ＨＦＣ－３２とＨＦＣ－１２５とＨＦＣ－１３４ａの混合物であるＲ－４０７Ｃな
どがある。
【００２２】
　それぞれの冷媒を構成する物質を化学式で表すと、ＨＦＣ－３２はＣＨ2Ｆ2、ＨＦＣ－
１２５はＣＦ3ＣＨＦ2、ＨＦＣ－１３４ａはＣＦ3ＣＨ2Ｆとなる。これらの冷媒は、化学
的に安定しており、長期間、地球温暖化ガスとして残存するため、地球温暖化に寄与する
割合を示す地球温暖化係数が比較的大きい値となる。
【００２３】
　一方、物質を構成する原子間の結合において、二重結合を有する物質からなる冷媒と他
の冷媒とが混合している場合もある。二重結合を有する物質からなる冷媒については、例
えばＣＦ3ＣＦ＝ＣＨ2（テトラフルオロプロペン：2,3,3,3-Tetrafluoropropene、HFO-12
34yfに代表されるハイドロフルオロオレフィン（ＨＦＯ）冷媒）、ＣＦ3ＣＨ＝ＣＨ2、Ｃ
Ｆ3ＣＦ＝ＣＦ2などの物質（＝は二重結合を表す）を含む冷媒がある。地球環境面からは
、地球温暖化係数が小さい、二重結合を有する物質からなる冷媒を複数混合した混合冷媒
とすることが望ましいが、ＨＦＣ－３２、ＨＦＣ－１２５、ＨＦＣ－１３４ａなどの一重
結合（単結合）で結合した物質からなる冷媒やその他の冷媒と混合することもできる。
【００２４】
　ここで、二重結合を有する物質は化学的に不安定な性質を有しており、このような物質
からなる冷媒は、例えば大気中においては、光やオゾンなどの影響により、分解されやす
い性質がある。そのため、地球温暖化ガスとして長期間存在することがないため、温暖化
への影響も小さく、これらは地球温暖化係数が比較的小さい値となる。また、大気中だけ
でなく、二重結合を有する物質からなる冷媒の単一冷媒又は二重結合を有する物質からな
る冷媒を含む混合冷媒（二重結合を有する冷媒）を冷媒回路内を循環させる冷媒（作動流
体）として用いるために封入した場合でも、冷媒回路内で二重結合が分解され、冷媒とし
て機能しなくなる危険性を含んでいる。
【００２５】
　図３はＣＦ3ＣＦ＝ＣＨ2の分解等の例を表す図である。ここで、二重結合の分解につい
て、ＣＦ3ＣＦ＝ＣＨ2の分解を例に説明する。例えばＣＦ3ＣＦ＝ＣＨ2は図３に示すよう
な化学変化を起こす。ＣＦ3ＣＦ＝ＣＨ2の分子同士が重合して分子量の大きいＣＦ3ＣＦ
ＣＨ2（ＣＦ3ＣＦＣＨ2）ｎＨという形の高分子化合物となることがある。この高分子化
合物は、冷媒回路内においてスラッジとなって冷媒と共に循環し、例えば流路が狭くなる
膨張手段等において弁詰まりなどの原因となる。また、冷媒回路中に水が存在すると、Ｃ
Ｆ3ＣＦＣＯＨＣＨ3の形の酸性を示すアルコールとなり、スラッジとなる場合もある。冷
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媒回路中の水分については、通常、例えばドライヤ（図示せず）等で吸着させて除去する
。さらに、ＣＨ3ＣＦＨＣ＝ＯＯＨ の形の酸となって性質が変わってしまい、冷媒として
の機能を果たさなくなることもある。
【００２６】
　そのため、二重結合を有する冷媒を冷媒回路内を循環させる冷媒（作動流体）として用
いる場合は、空気や光やその他、冷媒の分解を促進させる原因を極力排除した状態で使用
しなければならないことになる。
【００２７】
　ここで、混合冷媒について説明する。混合冷媒は、構成している冷媒毎に熱に関する性
質が異なっており、それぞれ異なる冷凍サイクル（Ｐ－ｈ線図）となり、それぞれ臨界点
も異なる。冷媒回路を循環する冷媒（作動流体）として混合冷媒を使用する冷凍サイクル
装置においては、それぞれの冷媒が凝縮、蒸発を繰り返して冷媒回路内を循環している。
ここでは、混合冷媒を構成する各冷媒のうち、臨界点の最も低い冷媒の臨界圧力を最低臨
界圧と称するものとする。
【００２８】
　冷媒の臨界圧力は、例えば、ＨＦＣ－３２が５．７８ＭＰａ、ＨＦＣ－１２５が３．６
１６ＭＰａ、ＨＦＣ－１３４ａが４．０４８ＭＰａ、ＣＦ3ＣＦ＝ＣＨ2が約３．３ＭＰａ
となる。したがって、ＨＦＣ－３２、ＨＦＣ－１２５及びＣＦ3ＣＦ＝ＣＨ2の各冷媒を混
合させた場合は、ＣＦ3ＣＦ＝ＣＨ2の臨界圧力が最も小さく、ＣＦ3ＣＦ＝ＣＨ2自身が最
初に超臨界状態となる。
【００２９】
　ここで、混合冷媒を循環させる冷媒回路において、冷媒の圧力（特に高圧側の圧力）が
最低臨界圧よりも常に低ければ、それぞれの冷媒が分解等されることなく、長期間、冷媒
回路内を循環し、凝縮、蒸発等を繰り返し行うことができる。しかし、例えば、冷媒の圧
力が最低臨界圧よりも高くなると、臨界圧力の低い冷媒が超臨界状態となり、超臨界状態
でその他の冷媒と冷媒回路内を循環する。
【００３０】
　冷媒が超臨界状態になると、先に述べたように、通常は安定な物質でも、他の物質を分
解する性質等を有するようになる。そのため、混合冷媒において、臨界圧力を超えた超臨
界状態の冷媒が存在すると、その他の冷媒を攻撃し、分解しようとする。
【００３１】
　例えば、Ｒ－４１０ＡやＲ－４０７Ｃなどの化学的に安定な冷媒のみで構成された混合
冷媒においては、高圧側における冷媒の圧力が最低臨界圧よりも高くなり、一部の冷媒が
超臨界状態になったとしても、混合冷媒全体が分解されることはなく、安定的に使用でき
る。
【００３２】
　ＣＦ3ＣＦ＝ＣＨ2などの二重結合を有する物質からなる冷媒を混合冷媒に含む場合、例
えば、二重結合を有する物質からなる冷媒以外の冷媒が超臨界状態となると、超臨界状態
の冷媒が、化学的に不安定な二重結合を有する物質からなる冷媒を攻撃するため、冷媒が
分解され、安定的な性能を維持できなくなる。また、すべての冷媒が分解等されてしまう
と、混合冷媒は冷媒として全く機能しなくなる。
【００３３】
　そこで、二重結合を有する物質からなる冷媒を含む混合冷媒においては、冷媒回路のす
べての位置における冷媒の圧力を、常に最低臨界圧以下にし、どの冷媒も超臨界状態にな
らないようにして混合冷媒を循環させるように制御することが必須となる。
【００３４】
　また、超臨界状態にある冷媒は自分自身に対しても攻撃する。そのため、以上のことは
、他の冷媒の臨界圧力が、二重結合を有する物質からなる冷媒よりも高い場合、あるいは
二重結合を有する物質からなる冷媒のみを冷媒として使用する場合でも同様であり、装置
を動作させる際には、超臨界状態にならないようにしながら冷媒を循環させるように制御
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する必要がある。
【００３５】
　前述した通り、冷媒回路における高圧側となる流路は、圧縮機２１から膨張手段２３に
至る流路である。この流路の中でも、圧縮機２１において、冷媒を圧縮、昇圧するため、
一般的な冷凍サイクル装置において、圧縮機２１の出口（吐出）側の圧力が冷媒回路内で
最も圧力が高い。
【００３６】
　そこで、本実施の形態では、圧縮機２１の出口側に圧力検出手段４１を設置し、圧力検
出手段４１からの信号に基づく圧力が最低臨界圧を越えないように、制御する冷凍サイク
ル装置を得る。
【００３７】
　図４は本実施の形態の制御に係るシステムを含む冷凍サイクル装置の構成を表す図であ
る。図４において、制御手段５３は、冷凍サイクル装置の各手段の動作を制御するための
処理を行う。特に本実施の形態では、圧力検出手段４１からの信号に基づいて、冷媒回路
内において最も高圧となる部分の冷媒の圧力の値（以下、高圧圧力値という）を判断して
、演算等の処理を行い、各手段を制御する高圧制御手段として機能する。圧力記憶手段５
１は、一定間隔毎の複数の高圧圧力値のデータを、過去の所定期間分記憶する。また、臨
界圧記憶手段５２は、混合冷媒における前述した最低臨界圧に基づいて設定した圧力の値
を記憶する手段である。ここでは、第１圧力値及び第２圧力値の２つの値を記憶している
ものとする。
【００３８】
　図５は制御手段５３が行う圧力制御のフローチャートを示す図である。図４及び図５に
基づいて、制御手段５３が行う処理を中心に本実施の形態における冷凍サイクル装置の動
作について説明する。圧縮機２１の出口側に設置した圧力検出手段４１から送信される信
号に基づいて、制御手段５３は高圧圧力値を判断し（ＳＴ１）、圧力記憶手段５１に記憶
させる。
【００３９】
　また、制御手段５３は、高圧圧力値と臨界圧記憶手段５２に記憶してある第１圧力値と
を比較する（ＳＴ２）。ここで、本実施の形態において、第１圧力値については、高圧圧
力値に含まれる圧力の検出誤差、圧縮機２１内部での冷媒の圧力等を考慮して、例えば二
重結合を有する臨界圧力未満となるように、最低臨界圧の値からマージンとなる所定値α
を引いた値を第１圧力値とする。第１圧力値は最低臨界圧よりも低い値となる。所定値α
の値は任意に定めることができるが、ここでは例えば０．２（Ｍｐａ）とする。
【００４０】
　比較の結果、高圧圧力値が第１圧力値よりも大きいと判断すると、制御手段５３は、圧
縮機２１を制御して冷媒回路の高圧側における冷媒の圧力を急激に低下させて（ＳＴ３）
、冷媒が分解されないようにする。圧縮機２１の制御としては、例えば、圧縮機２１がイ
ンバータ回路を有する圧縮機の場合には圧縮機周波数を急激に低下させるようにする。ま
た、圧縮機２１が圧縮機周波数が固定の圧縮機である場合には一時的に動作を停止させる
。
【００４１】
　一方、比較の結果、高圧圧力値が第１圧力値以下であると判断すると、次に、圧力記憶
手段５１が記憶する過去一定時間分の複数の高圧圧力値のデータに基づいて、一定時間後
の圧力の予測値を算出する（ＳＴ４）。予測値の算出については、例えば３点予測法等の
ような方法を用いて、複数の高圧圧力値から経時変化（トレンド）を導き出し、一定時間
後における圧力値を予測値として算出する。ここで、予測値について、制御手段５３は、
３点予測法だけでなく、他の方法に基づいて算出するようにしてもよい。
【００４２】
　制御手段５３は、算出した予測値と臨界圧記憶手段５２に記憶してある第２圧力値とを
比較する（ＳＴ５）。ここで、第２圧力値についても、高圧圧力値に含まれる圧力の検出
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誤差等を考慮して、最低臨界圧の値からマージンとなる所定値βを引いた値を第２圧力値
とする。第２圧力値についても、最低臨界圧よりも低い値となる。所定値βの値は任意に
定めることができるが、ここでは例えば０．５（Ｍｐａ）とする。ここでは、第１圧力値
と第２圧力値とを異ならせているが、同じ値であってもよい。また、場合によっては高圧
圧力値と第１圧力値との比較、予測値と第２圧力値との比較の一方だけを行うことも可能
である。
【００４３】
　比較の結果、高圧圧力値が第２圧力値よりも大きいと判断すると、制御手段５３は、冷
凍サイクル装置の圧縮機２１、凝縮器用ファン３１、蒸発器用ファン３２、膨張手段２３
のうち、１又は複数の手段の動作を制御する（ＳＴ５）。この制御により、冷媒回路の高
圧側における冷媒の圧力を低下させるようにして、圧力が最低臨界圧を越えないようにし
、冷媒が分解されないようにする。ここで、制御手段５３が行う冷媒の圧力を低下させる
制御については、例えば、圧縮機２１がインバータ回路を有する圧縮機の場合には、圧縮
機周波数を一定数（例えば１０Ｈｚ）低下させるようにする。また、凝縮器用ファン３１
については、ファンの回転数を増加させて凝縮器２２における冷媒の熱量を放出させるよ
うにする。また、膨張手段２３については開度を大きくし、高圧側の圧力を下げるように
する。そして、蒸発器用ファン３２については、ファンの回転数を減少させ、蒸発器２４
における冷媒による熱量の吸収を抑えるようにする。制御手段５３は、以上の処理を繰り
返し行い、冷媒回路を循環する混合冷媒を構成する冷媒が１種類でも分解等されないよう
に、冷凍サイクル装置の各手段を制御する。
【００４４】
　ここで、本実施の形態では、圧縮機２１の出口部分に圧力検出手段４１を設置した場合
を例に説明を行ったが、設置位置は出口部分に限定するものではない。例えば、圧縮機２
１の出口から凝縮器２２又は膨張手段２３までの圧力損失は配管径と配管長と冷媒の流量
などから計算できる。例えば凝縮器２２の入口側あるいは膨張手段２３の入口側などに圧
力検出手段４１を設置し、その位置での検出に係る冷媒の圧力値から圧縮機２１の出口に
おける圧力を推測演算することは容易にできる。そのため、圧力検出手段４１は圧縮機出
口から膨張手段の入口までのいずれかの位置に設置してあれば、圧縮機出口側圧力が最低
臨界圧を越えないように制御することができる。
【００４５】
　また、圧力検出手段４１は、半導体式やひずみゲージ式のような検出した圧力に応じた
信号送信を行う圧力センサを用いる場合が一般的である。ただ、圧力検出手段４１をこの
ような圧力センサのみに限定するものでなく、例えば、所定の圧力になるとＯＮ信号を出
力する圧力スイッチを用いてもよい。この場合、制御手段５３は高圧圧力値を判断する必
要はない。
【００４６】
　また、圧力スイッチを用いる場合は、例えば、最低臨界圧よりも少し低めの値を所定の
圧力として圧力スイッチに設定しておき、所定の圧力になって圧力スイッチが出力したＯ
Ｎ信号により、圧縮機２１の圧縮動作が停止するように、配線をしておくこともできる。
この場合、圧力記憶手段５１、臨界圧記憶手段５２及び本実施の形態における高圧制御手
段としての制御手段５３が不要になるため、安価な制御システムを構成することができる
。ただ、基本的には、最低臨界圧の近くで圧縮機２１が発停を繰り返すことになる。その
ため、冷房能力又は暖房能力を十分に発揮することができなくなる可能性があるので、圧
力センサを用いる方が望ましい。
【００４７】
　また、例えば、圧力検出手段４１の代わりに凝縮器２２の中央付近に温度センサ等の温
度検出手段を設置して凝縮温度を検出するようにし、凝縮温度に基づいて、高圧側におけ
る冷媒の圧力を算出するようにしてもよい。ここで、凝縮温度を検出するには、基本的に
は、温度検出手段を設置した位置において冷媒が気液二相状態になっている必要があるた
め、複数箇所に設置するようにすると、凝縮温度の検知精度を向上させることができ、こ
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れにより圧力の検出精度についても高めることができる。
【００４８】
　以上のように、実施の形態１の冷凍サイクル装置によれば、例えばＣＦ3ＣＦ＝ＣＨ2、
ＣＦ3ＣＨ＝ＣＨ2、ＣＦ3ＣＦ＝ＣＦ2等の二重結合を有する物質を含む冷媒を循環させる
冷媒回路を構成する場合に、制御手段５３が、冷媒回路中、最も高い圧力部分となる圧縮
機２１の出口側の圧力が、冷媒を構成する物質において最も低い最低臨界圧に基づいて設
定した第１圧力値よりも大きいと判断すると、例えば、圧縮機２１の圧縮機周波数を急激
に低下又は圧縮機２１を停止させるように制御して、最低臨界圧を越えないようにするの
で、化学的に不安定な二重結合を有する物質を含む冷媒が、二重結合を有する物質自身の
分解又は混合冷媒において他の冷媒の物質の分解により攻撃されて分解されて冷媒として
機能しなくなるのを防ぐことができる。そのため、冷凍サイクル装置の性能を長期間維持
することができ、さらに信頼性も確保することができる。ここで、他の手段により圧力の
低下を図ることができるが、圧縮機２１の出口側における圧力を低下させるためには、圧
縮機２１の圧縮機周波数を急激に低下又は圧縮機２１を停止させることは最も効果的であ
る。また、冷媒の劣化を防ぎ、圧縮機２１に負担をかけることなく、冷媒の役割である熱
量搬送を維持させることができるため、省エネルギを図ることができる。そして、このと
きに冷媒として用いるテトラフルオロプロピレン等のＨＦＯ冷媒は、例えば自然冷媒であ
る二酸化炭素と地球温暖化係数が同等であるため、環境の点からも好適である。
【００４９】
　また、圧力検出手段４１の検出に係る過去一定時間分の高圧圧力値のデータに基づいて
、例えば３点予測法等により、一定時間後の圧縮機２１の出口側における冷媒の圧力の予
測値を算出し、第２圧力値より大きいと判断すると制御により冷媒の圧力を下げるように
したので、冷媒の圧力の傾向を判断し、判断に応じた対応を行って圧力が最低臨界圧を越
えないようにし、冷媒が分解されないようにすることができる。また、凝縮器用ファン３
１、蒸発器用ファン３２等を、１又は複数組み合わせて制御することで、圧縮機２１の出
口側における冷媒の圧力を効果的に下げることができる。
【００５０】
実施の形態２．
　図６は本発明の実施の形態２に係る空気調和装置の構成を表す図である。本実施の形態
では、実施の形態１における冷凍サイクル装置の代表例としてビル用マルチエアコン等の
空気調和装置について説明する。図６において、図１と同じ符号を付している手段等は、
上述した説明の動作と基本的には同じ動作を行う手段である。ここで、本実施の形態にお
ける制御手段５３は、室内機６１ａ及び６１ｂの運転状態に基づいて冷凍サイクル装置の
各手段（特に室外機６０側の手段）の動作を制御するための処理を行う。
【００５１】
　図６の空気調和装置は、１台の室外機６０と２台の室内機６１ａ及び６１ｂとを有して
いる。室外機６０は、圧縮機２１、室外熱交換器２５、四方弁２７、アキュムレータ２８
、室外熱交換器用ファン３３、圧力検出手段４１を有している。また、室内機６１ａ、６
１ｂは、それぞれ膨張手段２３ａ、２３ｂ、室内熱交換器２６ａ、２６ｂ、室内熱交換器
用ファン３４ａ、３４ｂを有している。特に区別しない場合には、室内機６１ａ、６１ｂ
及びその構成手段については、添え字を省略して説明する（以下、同じ）。
【００５２】
　室外熱交換器２５は、四方弁２７の切り換えにより、圧縮機２１が吐出した冷媒が流入
する冷房運転時においては実施の形態１における凝縮器２２として機能し、暖房運転時に
おいては蒸発器２４として機能し、空気と冷媒との熱交換を行う。また、室内熱交換器２
６ａ、２６ｂは、室外熱交換器２５とは逆に、冷房運転時においては蒸発器２４として機
能し、暖房運転時においては凝縮器２２として機能して、空調対象空間の室内空気と冷媒
との熱交換を行う。
【００５３】
　また、アキュムレータ２８は余剰冷媒を貯留する手段である。ここでは、圧縮機２１の
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吸入側にアキュムレータを付けた場合を示したが、例えば凝縮器２２となる熱交換器の出
口側にレシーバを付けて液冷媒を貯留するようにしてもよい。室外熱交換器用ファン３３
、室内熱交換器用ファン３４ａ、３４ｂは、空気と冷媒との熱交換を効率よく行わせるた
めに設けている。そして、本実施の形態の空気調和装置においても、実施の形態１と同様
の冷媒を用いて冷媒回路内を循環させるものとする。
【００５４】
　次に、本実施の形態に係る暖房運転時における空気調和装置の動作を冷媒の流れに基づ
いて説明する。図６に示す冷媒回路に沿った矢印は、暖房運転時における冷媒の流れを表
している。圧縮機２１の圧縮により加圧され、吐出された高温、高圧のガス冷媒は四方弁
２７、配管を通過して室内機６１に流入する。室内機６１において、室内熱交換器２６を
通過した冷媒は凝縮され、液化される。このとき、冷媒は、室内熱交換器用ファン３４に
より送り込まれた室内空気に対して放熱し、これにより熱交換対象となる室内空気を加熱
する。加熱された室内空気は温風として室内に供給される。液化された冷媒は、膨張手段
２３を通過することにより減圧される。そして、減圧された冷媒は、室外熱交換器２５を
通過することにより蒸発され、ガス化される。ガス化された冷媒は、再び、圧縮機２１に
吸入される。
【００５５】
　ここで、室内機６１の膨張手段２３は、室内熱交換器２６を通過する冷媒の流量を制御
している。例えば、室内機６１が設置されている空調対象空間の温度が目標温度に到達し
た場合、室内機６１はサーモオフの状態となり、室内熱交換器用ファン３４が停止し、膨
張手段２３は全閉となる。ここで、全閉とは本実施の形態においては、冷媒が流れない程
度の最小開度を意味するものとする。そのため、サーモオフの状態では室内熱交換器２６
を冷媒が通過しない。
【００５６】
　空気調和装置が暖房運転を行っている場合、室内熱交換器２６は凝縮器として機能する
が、室内機６１ａ、６１ｂのどちらか１台がサーモオフの状態になると、その室内機６１
の膨張手段２３は全閉し、室内熱交換器２６に冷媒が通過しなくなる。そのため、凝縮器
（高圧側における熱交換器）の数が急激に減少し、高圧側の冷媒の圧力が上昇する。
【００５７】
　従来では、室内機６１がサーモオフの状態となり、上昇した高圧側の冷媒の圧力を目標
圧力に近づけるようにフィードバック制御を行う。しかし、二重結合を有する冷媒を循環
させている場合、冷媒の分解を防ぐために、冷媒の圧力のオーバーシュートは防がなけれ
ばならない。
【００５８】
　そこで、制御手段５３は、例えば室内機６１に設けた温度検出手段(図示せず)により検
出した空調対象空間の温度が目標温度に到達したものと判断すると、例えば膨張手段２３
を全閉させて室内熱交換器２６への冷媒流入停止、室内熱交換器用ファン３４の停止など
により、室内熱交換器２６（凝縮器）への熱量の供給を停止を行う前又は熱量の供給を停
止とほぼ同時に、冷凍サイクル装置を構成する手段の動作を制御し、冷媒回路の高圧側に
おける冷媒の圧力を低下させるようにする。これにより、冷媒の圧力が最低臨界圧を越え
ないようにし、冷媒が分解されないようにする。
【００５９】
　ここで、制御手段５３が行う冷媒の圧力を低下させる制御については、例えば、動作を
続ける室内機６１側の手段（膨張手段２３、室内熱交換器用ファン３４）による制御を行
うことは現実的に難しい。そこで、例えば圧縮機２１がインバータ回路を有する圧縮機の
場合には圧縮機周波数を一定数低下させる、室外熱交換器用ファン３３のファン回転数を
減少させるように制御することが考えられる。基本的には圧縮機２１の動作を制御するの
が最も即効性があり、圧力低下に有効であるが、圧縮機２１と室外熱交換器用ファン３３
とを組み合わせて制御するようにしてもよい。
【００６０】
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　以上のように実施の形態２のように、複数台の室内機６１を並列に接続し、例えば暖房
運転のように室内機６１が有する室内熱交換器２６が凝縮器として機能する空気調和装置
のような冷凍サイクル装置において、少なくとも１台の膨張手段２３の全閉により、対応
する室内熱交換器２６における冷媒通過を突然停止する、室内熱交換器用ファン３４が停
止して冷媒の熱量を放出できないなどが生じることによって、高圧側の冷媒の圧力が急激
に上昇して最低臨界圧を越えないようにするため、膨張手段２３が全閉等する前又はほぼ
同時に、制御手段５３が、例えば圧縮機２１の動作を制御して圧縮機２１の出口側の冷媒
の圧力を低下させて最低臨界圧を越えないようにするので、化学的に不安定な二重結合を
有する物質を含む冷媒が、二重結合を有する物質自身の分解又は混合冷媒において他の冷
媒の物質の分解により攻撃されて分解されて冷媒として機能しなくなるのを防ぐことがで
きる。そのため、冷凍サイクル装置の性能を長期間維持することができ、さらに信頼性も
確保することができる。
【００６１】
実施の形態３．
　図７は本発明の実施の形態３に係る空気調和装置の構成を表す図である。本実施の形態
において空気調和装置について説明する。図７において、図１、図６と同じ符号を付して
いる手段等は、上述した説明の動作と基本的には同じ動作を行う手段である。図７では、
室内機６１ａ及び６１ｂにおいて、膨張手段２３ａ、２３ｂを中心として室内熱交換器２
６ａ、２６ｂと反対側（液冷媒又は気液二相冷媒が流れる側、冷房運転時の上流側）とな
る位置に、それぞれ流路開閉手段２９ａ、２９ｂを設置している。流路開閉手段２９ａ、
２９ｂは、膨張手段２３ａ、２３ｂと同じように、冷媒の流量を調整（制御）するための
手段である。ただ、膨張手段２３ａ、２３ｂのように細かな流量制御を行うことができず
、開けば冷媒を通過させ閉じれば通過させないようにするものである。また、膨張手段２
３ａ、２３ｂと流路開閉手段２９ａ、２９ｂとの間に圧力検出手段４２ａ、４２ｂを設置
する。本実施の形態における制御についても制御手段５３が行うものとする。
【００６２】
　例えば、空気調和装置が冷房運転を行っている場合においても、室内機６１の膨張手段
２３は、室内熱交換器２６に流入し、通過させる冷媒の流量を制御している。例えば、室
内機６１が設置されている空調対象空間の温度が目標温度に近づいた場合、例えば、膨張
手段２３を徐々に開口面積を小さくする方向に絞っていくように制御する。そして、空調
対象空間の温度が目標温度に到達した場合、流路開閉手段２９を閉状態とし、室内熱交換
器２６に冷媒が流れないようにする。
【００６３】
　ここで、膨張手段２３を冷媒流量がゼロとなるまで絞っていったとすると、膨張手段２
３は全閉となっていることが考えられる。この場合、流路開閉手段２９と膨張手段２３の
間の配管に液冷媒が封じ込められることになる。封じ込められた液冷媒は周囲から加熱さ
れるとガス化し、体積が一気に増加する。冷媒がガス化（気化）することにより冷媒の圧
力が一気に上昇する。このように、冷媒（特に液冷媒）を密閉している部分において圧力
が上昇することで最低臨界圧を越え、冷媒が分解されてしまう可能性がある。
【００６４】
　そこで、本実施の形態の空気調和装置では、流路開閉手段２９と膨張手段２３との間に
圧力検出手段４２を設置し、圧力検出手段４２の検出に係る冷媒の圧力が最低臨界圧を越
える前に、膨張手段２３の開口面積を大きくして、密閉した状態の中に冷媒がおかれてし
まうのを防ぎ、圧力上昇による冷媒の分解を防止する。
【００６５】
　また、流路開閉手段２９と膨張手段２３との間が密閉されても、ここに外部から熱が加
わり、この密閉区間の液体が蒸発しガス化しない限りは問題は起きず、冷媒が蒸発するた
めの潜熱量は大きいため、流路開閉手段２９と膨張手段２３との間が密閉されても即座に
冷媒の圧力は上昇しない。そこで、流路開閉手段２９と膨張手段２３との間に圧力検出手
段４２を設けなくても、制御手段５３により、膨張手段２３と流路開閉手段２９との間の
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段２３を開状態にするような制御を行えば、圧力の上昇を防ぐことができ、同様の効果を
得ることができる。
【００６６】
　また、上述した膨張手段２３と流路開閉手段２９との間だけでなく、冷媒回路において
冷媒を密閉し得る構造を有しているような場合（例えば複数の膨張手段が直列に配管接続
されているような場合など）においても同様のことがいえる。その場合でも、例えば膨張
手段２３を全閉にしないようにするなど、冷媒を密閉させないようにすることにより、冷
媒の圧力の上昇を防ぎ、冷媒の分解を防ぐことができる。
【００６７】
　以上のように、実施の形態３によれば、例えば膨張手段２３と流路開閉手段２９との間
などのように、複数の手段で冷媒流量を制御することにより、冷媒が密閉されたものと判
断すると、制御手段５３は、少なくとも一方（ここでは膨張手段２３）を開口させるよう
に制御するようにしたので、密閉状態での冷媒の圧力の急激な上昇を防ぎ、最低臨界圧を
越えないようにすることができる。そのため、化学的に不安定な二重結合を有する物質を
含む冷媒が、二重結合を有する物質自身の分解又は混合冷媒において他の冷媒の物質の分
解により攻撃されて分解されて冷媒として機能しなくなるのを防ぐことができる。そのた
め、冷凍サイクル装置の性能を長期間維持することができ、さらに信頼性も確保すること
ができる。
【００６８】
　このとき、密閉状態となり得る箇所に圧力検出手段４２を設置するようにしたので、制
御手段５３は、冷媒の密閉に関して、より詳細な判断等を行うことができる。また、制御
手段５３は、例えば膨張手段２３、流路開閉手段２９の制御における状態を判断し、膨張
手段２３と流路開閉手段２９との間が密閉状態であると判断すれば、例えば一定時間後に
少なくとも一方を開いて密閉状態を解くように制御するようにしたので、圧力検出手段４
２を設ける必要がなく、コスト削減に寄与することができる。
【００６９】
実施の形態４．
　上述の実施の形態においては、混合冷媒について述べたが、例えば二重結合を有する物
質からなる冷媒の単一冷媒である場合にも適用することができる。この場合の最低臨界圧
は、二重結合を有する物質からなる単一冷媒における臨界圧力となる。また、二重結合を
有する物質に限らず、化学的に不安定な物質からなる冷媒を含む場合についても適用する
ことができる。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　上述した実施の形態では、冷暖房運転が可能な空気調和装置への適用について説明した
が、例えばヒートポンプ装置等、冷媒回路を構成する他の冷凍サイクル装置にも適用する
ことができる。
【符号の説明】
【００７１】
　２１　圧縮機、２２　凝縮器、２３、２３ａ、２３ｂ　膨張手段、２４　蒸発器、２５
　室外熱交換器、２６ａ、２６ｂ　室内熱交換器、２７　四方弁、２８　アキュムレータ
、２９ａ、２９ｂ　流路開閉手段、３１　凝縮器用ファン、３２　蒸発器用ファン、３３
　室外熱交換器用ファン、３４ａ、３４ｂ　室内熱交換器用ファン、４１、４２ａ、４２
ｂ　圧力検出手段、５１　圧力記憶手段、５２　臨界圧記憶手段、５３　制御手段。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】



(15) JP WO2009/157320 A1 2009.12.30

【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成22年11月24日(2010.11.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二重結合を有する物質を含む冷媒を圧縮する圧縮機と、
　熱交換により前記冷媒を凝縮させる凝縮器と、
　凝縮された冷媒を減圧させるための膨張手段と、
　減圧された前記冷媒を熱交換により蒸発させる蒸発器と
を配管接続して前記冷媒を循環させる冷媒回路を構成し、
　この冷媒回路内の前記冷媒の圧力が、前記二重結合を有する物質の臨界圧力未満となる
ように、前記冷媒回路の動作を制御し、前記冷媒が超臨界状態となり前記冷媒の二重結合
が破壊されることを防ぐ制御手段を備えることを特徴とする冷凍サイクル装置。
【請求項２】
　二重結合を有する物質を含む冷媒を圧縮する圧縮機と、
　熱交換により前記冷媒を凝縮させる凝縮器と、
　凝縮された冷媒を減圧させるための膨張手段と、
　減圧された前記冷媒を熱交換により蒸発させる蒸発器と
を配管接続して前記冷媒を循環させる冷媒回路を構成し、
　該冷媒回路内の前記冷媒の圧力の値が、前記冷媒を構成する物質において最も低い臨界
圧力に基づいて設定した圧力値以下となるように、前記冷媒回路を構成する手段の動作を
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制御する制御手段を備えることを特徴とする冷凍サイクル装置。
【請求項３】
　前記圧縮機の出口側から前記膨張手段の入口に至る流路のいずれかの位置に設けられ、
検出した圧力に基づく信号を送信する高圧側圧力検出手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記高圧側圧力検出手段の信号に基づく圧力値が、第１の圧力値より
大きいと判断すると、前記圧縮機の圧縮機周波数を低下させる又は前記圧縮機を停止させ
ることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の冷凍サイクル装置。
【請求項４】
　一定時間分の前記高圧側圧力検出手段の検出に係る複数の圧力の値を記憶する圧力記憶
手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記複数の圧力の値に基づいて、一定時間後における圧力の値を予測
値として算出し、前記予測値が、第２の圧力値より大きいと判断すると、前記冷媒回路を
構成する手段の動作を制御することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の冷凍サ
イクル装置。
【請求項５】
　前記凝縮器及び／又は前記蒸発器に、前記冷媒と熱交換を行わせる空気を送り込むため
の送風手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記送風手段の動作制御を行うことを特徴とする請求項１～４のいず
れかに記載の冷凍サイクル装置。
【請求項６】
　複数台の前記凝縮器をそれぞれ並列に接続した冷凍サイクル装置において、
　前記制御手段は、少なくとも１台の前記凝縮器への冷媒供給を停止する前又は停止とほ
ぼ同時に、前記冷媒回路における冷媒の圧力を低下させるために、前記冷媒回路を構成す
る手段の動作を制御することを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の冷凍サイクル
装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記圧縮機における圧縮機周波数を低下させて、前記冷媒回路におけ
る冷媒の圧力を低下させることを特徴とする請求項６記載の冷凍サイクル装置。
【請求項８】
　前記冷媒回路において前記冷媒の流量を調整するための、前記膨張手段を含む複数の流
量制御手段を、前記冷媒回路に設けている冷凍サイクル装置において、
　前記制御手段は、少なくとも２つの流量制御手段の間が密閉状態にあるものと判断する
と、少なくとも１つの流量制御手段を開かせる制御を行うことを特徴とする請求項１～７
のいずれかに記載の冷凍サイクル装置。
【請求項９】
　検出した圧力に基づく信号を送信する圧力検出手段を、前記複数の流量制御手段の間に
設け、
　前記制御手段は、前記流量制御手段間の圧力検出手段からの信号に基づいて、前記配管
の密閉状態を判断することを特徴とする請求項８記載の冷凍サイクル装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記密閉状態にあるものと判断した一定時間後に、少なくとも一方の
前記流量制御手段を開かせる制御を行うことを特徴とする請求項８記載の冷凍サイクル装
置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の冷凍サイクル装置により、対象空間の冷暖房を行う
ことを特徴とする空気調和装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００８】
　この発明に係る冷凍サイクル装置は、二重結合を有する物質を含む冷媒を圧縮する圧縮
機と、熱交換により前記冷媒を凝縮させる凝縮器と、凝縮された冷媒を減圧させるための
膨張手段と、減圧された前記冷媒を熱交換により蒸発させる蒸発器とを配管接続して前記
冷媒を循環させる冷媒回路を構成し、この冷媒回路内の前記冷媒の圧力が、前記二重結合
を有する物質の臨界圧力未満となるように、前記冷媒回路の動作を制御し、前記冷媒が超
臨界状態となり前記冷媒の二重結合が破壊されることを防ぐ制御手段を備える。
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